
号

外�十七
平

成
十
九
年

四

月

一

日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教

職

員

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
一

○
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
二

○
岐
阜
県
立
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
二

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

加

藤

智

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中｢

教
育
職
員(

免
許
状
授
与
・
検
定)

申
請
書｣

を｢

教
育
職
員(

免
許

状
授
与
・
検
定
・
新
教
育
領
域
追
加)

申
請
書｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

法
第
五
条
第
一
項
別
表

第
一｣

を｢

法
別
表
第
一｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中｢

教
育
職
員(

免
許
状
授
与
・
検
定)

申
請
書｣

を｢

教
育
職
員(

免
許

状
授
与
・
検
定
・
新
教
育
領
域
追
加)

申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

新
教
育
領
域
追
加
の
申
請)

第
十
二
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
別
表
第
一
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
法
別
表
第
七
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。

一

教
育
職
員(
免
許
状
授
与
・
検
定
・
新
教
育
領
域
追
加)

申
請
書

二

履
歴
書

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
一
日



三

宣
誓
書

四

新
教
育
領
域
を
追
加
す
る
免
許
状

五

法
別
表
第
一
第
二
欄
に
掲
げ
る
基
礎
資
格
に
関
す
る
証
明
書

六

人
物
に
関
す
る
証
明
書

七

身
体
に
関
す
る
証
明
書

八

単
位
修
得
証
明
書

第
二
十
二
条
中｢

教
育
職
員(

免
許
状
授
与
・
検
定)

申
請
書｣

を｢

教
育
職
員(

免
許
状
授
与
・

検
定
・
新
教
育
領
域
追
加)
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中｢

の
授
与｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢第

10条
､
第
10条
の
２
､
第
11条
｣

を｢第
10条
―
第
11条
､
第
12条
の
２
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
備
考
中｢書

き
は
､
特
殊
教
育
諸
学
校
｣

を｢書
き
は
､
特
別
支
援
学
校
｣

に
改

め
、
同
様
式
裏
面
備
考
中｢特

殊
教
育
諸
学
校
の
場
合
に
｣

を｢特
別
支
援
学
校
の
場
合
に
記
入
し
､

担
任
し
た
特
別
支
援
教
育
領
域
を
(

)
書
き
で
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢第

10条
､
第
10条
の
２
､
第
11条
｣

を｢第
10条
―
第
11条
､
第
12条
の
２
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )２



第４号様式 (第９条―第11条､ 第12条の２､ 第22条関係)

教育職員 (免許状授与・検定・新教育領域追加) 申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様

岐阜県収入証紙

本 籍 地
住 所
勤務 (予定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日

次のとおり免許状の (授与・新教育領域の追加) を申請します｡

免 許 状 の 種 類

教 科 又 は
特 別 支 援 教 育 領 域

新教育領域の追加を申請する場合は以下の欄についても記入すること｡

免許状に定められている
特 別 支 援 教 育 領 域

免 許 状 の 番 号 第 号 授与年月日 年 月 日

(注) ( ) 内は､ 申請の種類に応じて不要のものを抹消すること｡

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



別
記
第
五
号
様
式
中｢第

12条
｣

を｢第
12条

の
２
｣

に
、｢教

科
｣

を｢教
科
又
は
特
別
支

援
教
育
領
域
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢第

12条
｣

を｢第
12条

の
２
｣

に
改
め
、｢又

は
平
成
16年

４
月
１
日
前
の

国
立
の
学
校
｣

を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )４



第12号様式 (第13条､ 第22条関係)

免許状書換申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様

岐阜県収入証紙

本 籍 地
住 所
勤務 (予定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日

下記のとおり変更したので､ 免許状の書換を申請します｡

( ふ り が な )
氏 名

新

旧

本 籍 地
( 都 道 府 県 名 )

新

旧

書 換 事 由

免 許 状 の 種 類
教 科 又 は
特 別 支 援
教 育 領 域

番 号 第 号 授与年月日 年 月 日

根 拠 規 定

追 加 し た 特 別
支 援 教 育 領 域

追加年月日 年 月 日

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



第13号様式 (第14条､ 第22条関係)

免許状再交付申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様

岐阜県収入証紙

本 籍 地
住 所
勤務 (予定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日

次のとおり免許状の再交付を申請します｡

再 交 付 の 理 由

免 許 状 の 氏 名

免 許 状 の 本 籍 地

免 許 状 の 種 類

教 科 又 は 特 別
支 援 教 育 領 域

番 号 第 号 授与年月日 年 月 日

授 与 の 根 拠 規 定

出 身 学 校 又 は
教 育 機 関

卒業・修了
年 月 日

年 月 日

追 加 し た 特 別
支 援 教 育 領 域

追加年月日 年 月 日

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )６



別
記
第
十
五
号
様
式
中｢教

科
｣

を｢教
科
又
は
特
別
支
援
教
育
領
域
｣

に
、｢授

与
年
月

日
｣

を｢授
与
又
は
追
加
年
月
日
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中｢教

科
｣

を｢教
科
又
は
特
別
支
援
教
育
領
域
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



岐阜県収入証紙貼付欄

350円

第20号様式 (第21条､ 第22条関係)

免許状授与証明申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様

申請者住所

申請者氏名

連 絡 先

次の免許状の授与証明書を申請します｡

氏 名

本 籍 地
都 道
府 県

生 年 月 日 年 月 日

免 許 状 の 種 類

教 科 又 は 特 別
支 援 教 育 領 域

免 許 状 の 番 号 第 号 授与年月日 年 月 日

追加した特別支援教
育領域及び追加年月
日 (追加した領域の
左欄に○を記入して
ください｡)

視 覚 障 害 者 年 月 日

聴 覚 障 害 者 年 月 日

知 的 障 害 者 年 月 日

肢 体 不 自 由 者 年 月 日

病 弱 者 ( 身 体 虚 弱 者 を 含 む ｡ ) 年 月 日

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年４月１日 ( )８



第21号様式 (第21条､ 第22条関係)

第 号

免許状授与証明書

本 籍 地

氏 名

生年月日 年 月 日

上の者に次の免許状を授与したことを証明します｡

免 許 状 の 種 類

教 科 又 は
特 別 支 援
教 育 領 域

免 許 状
の 番 号

授 与
年 月 日

年 月 日

追 加 し た
特 別 支 援
教 育 領 域

追 加
年 月 日

年 月 日

年 月 日

岐阜県教育委員会

( ) 平成19年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

最
低
修
得
単
位
数

必
要
と
す
る
在
職
年
数

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

最
低
修
得
単
位
数

必
要
と
す
る
在
職
年
数

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
３
欄
に
掲

げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
２
欄
に
掲

げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
１
欄
に
掲

げ
る
科
目

選
択

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
３
欄
に
掲

げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
２
欄
に
掲

げ
る
科
目

２ ３ １ ６ ３

小
学
校
､
中
学
校
､
高
等
学
校
又
は
幼

稚
園
教
諭
の
普
通
免
許
状

特
別
支
援
学
校
教
諭
２
種
免
許
状

１ ２ ３ ６ ３

特
別
支
援
学
校
教
諭
２
種
免
許
状

特
別
支
援
学
校
教
諭
１
種
免
許
状

必
要
と
す
る
在
職
年
数

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

３

旧
法
第
５
条
第
１
項
別
表
第
１
又
は
第
６
条
第

２
項
別
表
第
７
に
よ
る
盲
学
校
２
種
免
許
状

特
別
支
援
学
校
教
諭
１
種
免
許
状

(視
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
領
域
)

付
表
第
四
中｢)

第
７
条
｣

を｢)
第
７
条
第
１
項
｣

に
、｢看

護
師
法
第
７
条
｣

を｢看
護
師
法

第
７
条
第
３
項
｣

に
改
め
る
。

付
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

付
表
第
６
(法
別
表
第
７
施
行
規
則
第
18条
)

備
考
１
施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
２
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
､
特
別

支
援
教
育
領
域
の
う
ち
一
又
は
二
以
上
の
免
許
状
教
育
領
域
(授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る

免
許
状
に
定
め
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
を
い
う
｡)
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ

次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
｡

イ
視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
を
定
め
る
免
許
状
の
授
与
を

受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
当
該
領
域
に
関
す
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
､
児
童
又

は
生
徒
の
心
理
､
生
理
及
び
病
理
に
関
す
る
科
目
(以
下
｢心
理
等
に
関
す
る
科
目
｣

と
い
う
｡)
並
び
に
当
該
領
域
に
関
す
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
､
児
童
又
は
生
徒

の
教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
(以
下
｢教
育
課
程
等
に
関
す
る
科
目
｣
と

い
う
｡)
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
２
単
位
以
上

ロ
知
的
障
害
者
､
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
(身
体
虚
弱
者
を
含
む
｡
以
下
同
じ
｡)

に
関
す
る
教
育
の
領
域
を
定
め
る
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
当
該

領
域
に
関
す
る
心
理
等
に
関
す
る
科
目
並
び
に
当
該
領
域
に
関
す
る
教
育
課
程
等
に
関

す
る
科
目
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
１
単
位
以
上

２
施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
３
欄
に
掲
げ
る
科
目
は
､
視
覚
障
害
者
､
聴
覚
障
害

者
､
知
的
障
害
者
､
肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
に
関
す
る
教
育
並
び
に
そ
の
他
障
害
に

よ
り
教
育
上
特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
者
に
対
す
る
教
育
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
､
授

与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す

る
事
項
以
外
の
全
て
の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
(特
別
支
援
学
校
１
種
免
許
状
を
取
得

す
る
場
合
を
除
く
｡)｡

３
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
の
修
得
に
よ
り
法
第
５
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
に
関
す

る
科
目
の
修
得
方
法
は
､
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
新
教
育
領
域
の
種
類
に
応
じ
､

備
考
第
１
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
｡

４
前
号
の
規
定
に
よ
り
単
位
を
修
得
す
る
場
合
は
､
施
行
規
則
第
７
条
第
４
項
の
規
定
を

準
用
す
る
も
の
と
す
る
｡

付
則
付
表
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

付
則
付
表
第
10
(29年

改
正
法
付
則
第
17項
)
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特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

最
低
修
得
単
位
数

必
要
と
す
る
在
職
年
数

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

最
低
修
得
単
位
数

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

最
低
修
得
単
位
数

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
３

欄
に
掲
げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
２

欄
に
掲
げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
３

欄
に
掲
げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
２

欄
に
掲
げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
３

欄
に
掲
げ
る
科
目

施
行
規
則
第
７
条
第
１
項
の
表
第
２

欄
に
掲
げ
る
科
目

２ ２ ４ ３

旧
法
第
５
条
第
１
項
別
表
第
１
又
は
第
６
条
第

２
項
別
表
第
７
に
よ
る
養
護
学
校
２
種
免
許
状

特
別
支
援
学
校
教
諭
１
種
免
許
状

(知
的
障
害
者
に
関
す
る
教
育
領
域
､
肢
体
不

自
由
者
に
関
す
る
教
育
領
域
､
病
弱
者
(身
体

虚
弱
者
を
含
む
｡)
に
関
す
る
教
育
領
域
)

２ ２ ４

旧
法
第
５
条
第
１
項
別
表
第
１
又
は
第
６
条
第

２
項
別
表
第
７
に
よ
る
聾
学
校
２
種
免
許
状

特
別
支
援
学
校
教
諭
１
種
免
許
状

(聴
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
領
域
)

２ ２ ４

備
考
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
に
つ
い
て
は
､
付
表
第
６
欄
備
考
の
規
定
を
準
用
す

る
｡

付
則
付
表
第
十
一
中｢第

７
条
｣

を｢第
７
条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

付
則
付
表
第
十
三
中｢同

法
第
７
条
｣

を｢同
法
第
７
条
第
３
項
｣

に
、｢看

護
師
法
第
７
条
｣

を

｢看
護
師
法
第
７
条
第
３
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の

規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙

を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

加

藤

智

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
職
員)

第
二
条

ア
カ
デ
ミ
ー
に
、
学
長
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
及
び
事
務
職
員
を
置
く
。
た
だ
し
、

教
育
研
究
上
の
組
織
編
制
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
准
教
授
、
講
師
又
は
助
教
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
、
前
項
の
ほ
か
、
学
科
長
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢
及
び
助
教
授｣

を｢

、
准
教
授
及
び
助
教｣

に
、｢

教
授
す
る｣

を｢

教
授
し
、
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そ
の
研
究
を
指
導
し
、
又
は
研
究
に
従
事
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

及
び
助
教
授｣

を｢

又

は
准
教
授｣

に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

加

藤

智

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則(
平
成
十
二
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

職
員)

第
二
条

ア
カ
デ
ミ
ー
に
、
学
長
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
、
助
手
及
び
事
務
職
員
を
置
く
。

た
だ
し
、
教
育
研
究
上
の
組
織
編
制
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
准
教
授
、
講
師
、
助

教
又
は
助
手
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
、
前
項
の
ほ
か
、
副
学
長
、
森
林
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
長
そ
の
他
必
要

な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
四
項
中｢

及
び
助
教
授｣

を｢

、
准
教
授
及
び
助
教｣

に
、｢

教
授
す
る｣

を｢

教
授
し
、

そ
の
研
究
を
指
導
し
、
又
は
研
究
に
従
事
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

及
び
助
教
授｣

を｢

又

は
准
教
授｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
職
務
を
助
け
る｣

を｢

教
育
研

究
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

加

藤

智

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
立
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

職
員)

第
二
条

ア
カ
デ
ミ
ー
に
、
学
長
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
、
助
手
及
び
事
務
職
員
を
置
く
。

た
だ
し
、
教
育
研
究
上
の
組
織
編
制
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
准
教
授
、
講
師
、
助

教
又
は
助
手
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
、
前
項
の
ほ
か
、
副
学
長
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢

及
び
助
教
授｣

を｢

、
准
教
授
及
び
助
教｣

に
、｢

教
授
す
る｣

を｢

教
授
し
、

そ
の
研
究
を
指
導
し
、
又
は
研
究
に
従
事
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

及
び
助
教
授｣

を｢

又

は
准
教
授｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

教
授
、
助
教
授
及
び
講
師
の
職
務
を
助
け
る｣

を｢

教
育
研

究
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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刷
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岐
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田
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岐
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者

岐
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市
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輪
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と
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飯
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寛
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所

岐
阜
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輪
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と
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十
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一

岐

阜
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六
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含
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